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ジェイアールバス関東労働組合は２月１７日に結成大会

を開催し、同日ジェイアールバス関東会社へ申１号「労使

対等・信義誠実の原則に基づき、ジェイアールバス関東労

働組合員の労働条件の向上を求める申し入れ」と、申２号

２０２０年度賃金引き上げにおける全組合員一律のベース

アップを求める申し入れ」の申し入れを行いました。 

  
 
 
 
 

 
申１号では上記の４項と５項を謳っておりますが、５項に対して現在も

具体的な交渉期日を示さず、申し入れから （３／１１現在） 

ジェイアールバス関東会社から をされています。 
 

４． ジェイアールバス関東労働組合員への差別・パワーハラスメント・脱

退強要などの不当労働行為は行なわないこと。また、労働組合加入活

動への妨害行為は行なわないこと 

５． 今申し入れにおいての団体交渉を速やかに開催すること。なお、具体

的な交渉期日を に示すこと 
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